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ＪＰＫＩ 
利用者証明書 

電子調達 
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Ｊ－ＬＩＳ 有効性確認 

属性付き 
電子証明書 

属性付きの 
署名を打つ 

 ログイン 

 認証事業者が新たに鍵ペアを発行 
 属性が入った署名が打てる 
 属性が変わったら鍵が失効 
 鍵の発行と管理の場所は異なる 
 秘密鍵を持つ電子証明書を事業者が厳重に管理する必要がある 
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検証 
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属性認証のスキーム（例・イメージ）１ 

認証事業者 
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※Hardware Security Module の略 
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電子調達 

認証事業者 
利用者 

Ｊ－ＬＩＳ 

認証事業者 
電子署名 

属性証明書 

有効性確認 

署名後ログイン  届ける 

 署名に個人情報が入る 
 属性が変わっても公開鍵を失効させる

必要がない 
 秘密鍵を持たない、後付け属性証明書

自体に法的効力を与える必要がある 

個人番号 
カード 

属性証明書 

ＪＰＫＩ 
署名用証明書 

個人の署名に 
属性を後付け 

ＪＰＫＩ 
電子証明書 

契約書 
印 契約書 
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属性認証のスキーム（例・イメージ）２ 

ＪＰＫＩ 
署名用証明書 



電子調達 

認証事業者 
利用者 

Ｊ－ＬＩＳ 

属性付き 
電子署名 

ＪＰＫＩ 
署名用証明書 

有効性確認 

属性付きの 
電子証明書を
発行する 

署名して申請 

 認証局発行のICカードで 
  手続き 

 認証事業者が新たにＩＣカードを発行 
 属性が入った署名が打てる 
 属性が変わったら鍵が失効 
 認証事業者が認証できる範囲を広げ

る法改正 
 個人番号カード１枚では手続きが完結

しない 
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